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議案第１号  

 

専決処分の承認を求めることについて  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  

 

 

 

令和３年５月１１日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）の施行等に伴い、伊那市

税条例等の一部を改正する条例を専決処分したものであります。  
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専決第２号  

 

専  決  処  分  書  

 

 

伊那市税条例等の一部を改正する条例を、別紙のとおり専決処分する。  

 

 

 

令和３年３月３１日  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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令和３年伊那市条例第１４号  

 

伊那市税条例等の一部を改正する条例  

 

 

（伊那市税条例の一部改正）  

第１条  伊那市税条例（平成１８年伊那市条例第５３号）の一部を次のように改正す

る。  

 

第２４条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象

扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。  

 

第３６条の３の２第４項中「所得税法第１９８条第２項に規定する納税地の所轄

税務署長の承認を受けている」を「令第４８条の９の７の２において準用する令第

８条の２の２に規定する要件を満たす」に改め、「次条第４項」の次に「及び第  

５３条の９第３項」を加える。  

 

第３６条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者

に限る」に改め、同条第４項中「所得税法第２０３条の６第６項に規定する納税地

の所轄税務署長の承認を受けている」を「令第４８条の９の７の３において準用す

る令第８条の２の２に規定する要件を満たす」に改める。  

 

第５３条の８第１項第１号中「第２項及び」を「第２項及び第３項並びに」に改

める。  

 

第５３条の９に次の２項を加える。  

 ３  第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由す

べき退職手当等の支払をする者が令第４８条の１８において準用する令第８条の

２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該

退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退

職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。  

４  前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については、同項中

「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、   

「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたと   

き」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。  

 

第８１条の４第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。  

 

附則第５条第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対
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象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。  

 

附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。  

 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第１９項」を「附則第１５条第１６

項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第３０項第１号イ」を「附則第１５条第

２７項第１号イ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第３０項第１号ロ」を「附

則第１５条第２７項第１号ロ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第３０項第１

号ハ」を「附則第１５条第２７項第１号ハ」に改め、同条第７項中「附則第１５条

第３０項第１号ニ」を「附則第１５条第２７項第１号ニ」に改め、同条第８項中

「附則第１５条第３０項第２号イ」を「附則第１５条第２７項第２号イ」に改め、

同条第９項中「附則第１５条第３０項第２号ロ」を「附則第１５条第２７項第２号

ロ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第３０項第２号ハ」を「附則第１５条

第２７項第２号ハ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第３０項第３号イ」を

「附則第１５条第２７項第３号イ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第３０

項第３号ロ」を「附則第１５条第２７項第３号ロ」に改め、同条第１３項中「附則

第１５条第３０項第３号ハ」を「附則第１５条第２７項第３号ハ」に改め、同条第

１４項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３０項」に改め、同条第  

１５項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同条第  

１６項中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同条第  

１７項を削り、同条第１８項中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４２

項」に改め、同項を同条第１７項とし、同項の次に次の一項を加える。  

１８  法附則第１５条第４６項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の１

とする。  

 

附則第１１条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度か

ら令和５年度まで」に改める。  

 

附則第１１条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和４年度又は

令和５年度」に改め、同条第１項中「令和元年度分又は令和２年度分」を「令和４

年度分又は令和５年度分」に改め、同条第２項中「令和元年度適用土地又は令和元

年度類似適用土地」を「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」に、

「令和２年度分」を「令和５年度分」に改める。  

 

附則第１２条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度か

ら令和５年度まで」に改め、同条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を

「令和３年度から令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度

分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加え、同条

第２項及び第３項中「平成３０年度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年
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度分及び令和５年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「平成３０年度から令和

２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改める。  

 

附則第１２条の２中「地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３

号）附則第２２条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）

附則第１４条」に、「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和

５年度まで」に改める。  

 

附則第１３条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度か

ら令和５年度まで」に改め、同条中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和

３年度から令和５年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下

この項において同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度

分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加える。  

 

附則第１５条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から

令和５年度まで」に改め、同条第２項中「令和３年３月３１日」を「令和６年３月

３１日」に改める。  

 

附則第１５条の２中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え、「令和３年３

月３１日」を「令和３年１２月３１日」に改める。  

 

附則第１５条の２の２第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」を、「同条

第４項」の次に「又は第５項」を加える。  

 

附則第１６条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項中「、当該軽

自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第３項

中「この項及び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成３１

年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第４項中「、当該ガソリ

ン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に

次の３項を加える。  

 ６  法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用  

の乗用のものを除く。）に対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動

車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４

年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の
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規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

７  法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車（営

業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用については、当該ガ

ソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソ

リン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第３項の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。  

８  法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車（前

項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対する第

８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から

令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分

の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令

和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の

軽自動車税の種別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

 

附則第１６条の２第１項中「第５項」を「第８項」に改める。  

 

附則第２５条に次の１項を加える。  

 ２  所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法

第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の２第１項

の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは「令和１７年度」

と、「令和３年」とあるのは「令和４年」とする。  

 

 （伊那市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条  伊那市税条例等の一部を改正する条例（令和２年伊那市条例第１９号）の一

部を次のように改正する。  

 

第２条のうち、伊那市税条例第４８条第１０項の改正規定中「第３２１条の８第

５２項」を「第３２１条の８第６０項」に、「同条第５２項」を「同条第６０項」

に改め、同条第１６項の改正規定中「第３２１条の８第６１項」を「第３２１条の

８第６９項」に改める。  

 

第２条のうち、伊那市税条例第５０条第４項の改正規定中「「又は第３１項」

に」の次に「、「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」

に」を加える。  
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第２条のうち、伊那市税条例第５２条の改正規定中「第５２条第４項」を「第  

５２条第３項中「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」に

改め、同条第４項」に改める。  

 

第２条のうち、伊那市税条例附則第３条の２第２項の改正規定の次に次のように

加える。  

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の２４第１項の

規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書の提出期限」を削

り、同条第２項中「又は法第３２１条の８第４項に規定する連結法人税額の課税標

準の算定期間」を削る。  

 

 （伊那市都市計画税条例の一部改正）  

第３条  伊那市都市計画税条例（平成１８年伊那市条例第５４号）の一部を次のよう

に改正する。  

 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１９項」を「附則第１５条第

１６項」に改める。  

 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第

３４項」に改める。  

 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第

３５項」に改める。  

 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第

４２項」に改める。  

 

附則第７項の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から

令和５年度まで」に改め、同項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３

年度から令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分の都市

計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を加える。  

 

附則第８項及び第９項中「平成３０年度から令和２年度までの各年度分」を「令

和４年度分及び令和５年度分」に改める。  

 

附則第１０項及び第１１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年

度から令和５年度まで」に改める。  

 

附則第１２項の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度か
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ら令和５年度まで」に改め、同項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和

３年度から令和５年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下

この項において同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度

分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を加える。  

 

附則第１４項中「第１３項、第１８項から第２２項まで、第２４項、第２５項、

第２９項、第３３項、第３７項から第３９項まで、第４２項から第４４項まで、第

４７項若しくは第４８項」を「第１０項、第１５項から第１９項まで、第２１項、

第２２項、第２６項、第２９項、第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９

項まで、第４２項若しくは第４３項」に改める。  

 

附則第１５項中「地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）附

則第２２条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第

１４条」に、「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度

まで」に改める。   

 

 （伊那市国民健康保険税条例の一部改正）  

第４条  伊那市国民健康保険税条例（平成１８年伊那市条例第５５号）の一部を次の

ように改正する。  

 

  附則第１８項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１

号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症」を「新型コロナウイル

ス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、

中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新た

に報告されたものに限る。）である感染症）」に、「令和元年度及び令和２年度」

を「令和３年度」に改める。  

 

 

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。  

 (1) 第１条中伊那市税条例附則第６条の改正規定  令和４年１月１日  

 (2) 第１条中伊那市税条例第２４条第２項及び第３６条の３の３第１項の改正規定

並びに同条例附則第５条第１項の改正規定並びに次条第３項の規定  令和６年１

月１日  

 (3) 第１条中伊那市税条例附則第１０条の２第１８項を同条第１７項とし、同項の

次に１項を加える改正規定（第１８項に係る部分に限る。）  特定都市河川浸水

被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第３１号）の施行の日  
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（市民税に関する経過措置）  

第２条  第１条の規定による改正後の伊那市税条例（以下「新条例」という。）第  

３６条の３の２第４項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法によ

る同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行っ

た旧条例第３６条の３の２第４項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告

書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。  

２  新条例第３６条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第３６条の３

の２第４項に規定する電磁的方法による新条例第３６条の３の３第４項に規定する

申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第３６条

の３の２第４項に規定する電磁的方法による旧条例第３６条の３の３第４項に規定

する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。  

３  新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の

例による。  

 （固定資産税に関する経過措置）  

第３条  別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。  

（軽自動車税に関する経過措置）  

第４条  新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得

された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用

し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性

能割については、なお従前の例による。  

２  新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の年度分の

軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割につ

いては、なお従前の例による。  

（都市計画税に関する経過措置）  

第５条  第３条の規定による改正後の伊那市都市計画税条例の規定は、令和３年度以

後の年度分の都市計画税について適用し、令和２年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。  
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  議案第２号  

 

専決処分の承認を求めることについて  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  

 

 

 

令和３年５月１１日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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専決第３号  

 

専  決  処  分  書  

 

 

令和２年度伊那市一般会計第１３回補正予算を、別冊のとおり専決処分する。  

 

 

 

令和３年３月３１日  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第３号  

 

専決処分の承認を求めることについて  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  

 

 

 

令和３年５月１１日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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専決第４号  

 

専  決  処  分  書  

 

 

令和３年度伊那市一般会計第１回補正予算を、別冊のとおり専決処分する。  

 

 

 

令和３年４月１５日  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第４号  

 

教育長の任命について  

 

 

下記の者を教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。  

 

  記  

 

氏   名  生  年  月  日  住      所  備考 

笠原  千俊  昭和２８年１２月１９日 長野県伊那市西春近５４９５番地１  再任 

 

 

 

令和３年５月１１日提出  

 

伊那市長     白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

笠原千俊教育長が令和３年５月１６日付けで任期満了となることに伴い、上記の者

を教育長に任命したいので、提案するものであります。  

なお、教育長の任期は３年、略歴は別紙のとおりであります。  
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略     歴  
 

笠
かさ

 原
はら

 千
ち

 俊
とし

  

 

       昭和２８年１２月１９日生（満６７歳）  

         本  籍  長野県上伊那郡飯島町飯島１３９４番地  

         住  所  長野県伊那市西春近５４９５番地１  

         政  党  無所属  

 
 

最 終 学 歴 
 
 
  昭和５２年  ３月   東京教育大学教育学部卒業  
 
 
 
 

職     歴 
 
 
自  昭和５２年  ４月  
            長野県内中学校教諭  
至  昭和６１年  ３月  
 
 
自  昭和６１年  ４月  
            長野県茅野高等学校教諭  
至  平成  元年  ３月  
 
 
自  平成  元年  ４月  
            長野県内中学校教諭  
至  平成１１年  ３月  
 
 
自  平成１１年  ４月  
            上田教育事務所学校教育課指導主事  
至  平成１３年  ３月  
 
 
自  平成１３年  ４月  
            伊那教育事務所学校教育課指導主事  
至  平成１４年  ３月  
 
 
自  平成１４年  ４月  
            波田町立波田中学校教頭  
至  平成１７年  ３月  
 
 
自  平成１７年  ４月  
            富士見町立富士見高原中学校校長  
至  平成１９年  ３月  
 
 
自  平成１９年  ４月  
            長野県教育委員会事務局松本教育事務所学校教育課主幹指

導主事  
至  平成２０年  ３月  
 
 
自  平成２０年  ４月  
            長野県教育委員会義務教育課主幹指導主事  
至  平成２２年  ３月  
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自  平成２２年  ４月  
            長野県教育委員会義務教育課管理係長兼教育幹  
至  平成２４年  ３月  
 
 
自  平成２４年  ４月  
            長野県教育委員会参事兼義務教育課長  
至  平成２５年  ３月  
 
 
自  平成２５年  ４月  
            長野県教育委員会教育次長  
至  平成２６年  ３月  
 
 
自  平成２６年  ５月  
            伊那市立高遠町歴史博物館・伊那市民俗資料館館長  
至  平成３０年  ４月  
 
 
 
 

公  職  歴 
 
 
自  平成２８年  ４月  
            長野県人権政策審議会委員  
至  平成３０年  ３月  
 
 
自  平成３０年  ５月  
            伊那市教育委員会教育長  
至  現       在  
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議案第５号   

 

教育委員会委員の任命について  

 

 

下記の者を教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求

める。  

 

記  

 

氏   名  生  年  月  日  住      所  備考 

田畑  和輝  昭和４３年４月２２日 長野県伊那市狐島４０７６番地 再任 

 

 

 

令和３年５月１１日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

田畑和輝委員が令和３年５月１６日付けで任期満了となることに伴い、上記の者を

教育委員会の委員に任命したいので、提案するものであります。  

なお、委員の任期は４年、略歴は別紙のとおりであります。  
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略     歴  
 

田
た

 畑
ばた

 和
かず

 輝
き

 

 

       昭和４３年４月２２日生（満５３歳）  

         本  籍  長野県伊那市狐島４０７６番地  

         住  所  長野県伊那市狐島４０７６番地  

         政  党  無所属  

 
 

最 終 学 歴 
 
 
  平成  ４年  ３月   文教大学情報学部卒業  
 
 
 
 

職     歴 
 
 
自  平成  ４年１０月  
            中央労務管理協会  
至  平成  ７年  ９月  

 
自  平成  ７年１０月  
            田畑社会保険労務士事務所  
至  平成１５年  ３月  

 
自  平成１５年  ４月  
            社会保険労務士法人田畑事務所  
至  平成１６年  ４月  

 
自  平成１６年  ５月  
            社会保険労務士法人田畑事務所代表社員  
至  現       在  

 
 
 
 

公  職  歴 
 
 
自  平成１８年  ４月  
            伊那市消防団竜東分団第二部長  
至  平成２０年  ３月  

 
自  平成２５年  ５月  
            伊那市教育委員会委員  
至  現       在  

 
自  令和  ３年  ４月  
            長野家庭裁判所所属家事調停委員  
至  現       在  
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議案第６号  

 

公平委員会委員の選任について  

 

 

下記の者を公平委員会の委員に選任したいので、地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。  

 

記  

 

氏  名 生 年 月 日 住      所 備考 

藤澤 秀敬 昭和２８年７月２３日 長野県伊那市西町６２５０番地 再任 

 

 

 

令和３年５月１１日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

藤澤秀敬委員が令和３年５月１６日付けで任期満了となることに伴い、上記の者を

公平委員会の委員に選任したいので、提案するものであります。  

なお、委員の任期は４年、略歴は別紙のとおりであります。  
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略     歴  
 

藤
ふじ

 澤
さわ

 秀
ひで

 敬
たか

 

 

       昭和２８年７月２３日生（満６７歳）  

         本  籍  長野県伊那市坂下３３０９番地  

         住  所  長野県伊那市西町６２５０番地  

         政  党  自由民主党  

 

 
最 終 学 歴 

 
 
  昭和５１年  ３月   東京理科大学工学部卒業  
 
 
 
 

職     歴 
 
 
自  昭和５１年  ４月  
            シェル石油株式会社  
至  昭和５３年  ３月    
 
 
自  昭和５３年  ４月  
            伊那バス株式会社  
至  平成１１年  ５月    
 
 
自  平成１１年  ５月  
            伊那バス株式会社代表取締役社長  
至  平成２５年  ５月    
 
 
自  平成１１年  ５月  
            伊那タクシー株式会社代表取締役社長  
至  平成２５年  ５月  
 
 
自  平成１１年  ５月  
            アイ .ビイ自動車工業株式会社代表取締役社長  
至  平成２５年  ５月  
 
 
自  平成１９年  １月  
            伊那バス観光株式会社代表取締役社長  
至  平成２５年  ５月  
 
 
自  平成２５年  ５月  
            伊那バス株式会社代表取締役会長  
至  現       在  
 
 
自  平成２５年  ５月  
            伊那タクシー株式会社代表取締役会長  
至  現       在  
 
 
自  平成２５年  ５月  
            アイ .ビイ自動車工業株式会社代表取締役会長  
至  現       在  
 
 
自  平成２５年  ５月  
            伊那バス観光株式会社代表取締役会長  
至  現       在  
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公  職  歴 
 
 
自  平成１６年１１月  
            伊那商工会議所副会頭  
至  平成２５年１０月  
 
 
自  平成２０年  １月  
            公益社団法人長野県バス協会会長  
至  平成２７年  ６月  
 
 
自  平成２２年１０月  
            公益社団法人日本バス協会副会長  
至  平成２６年  ９月  
 
 
自  平成２３年  ５月  
            一般社団法人伊那法人会会長  
至  現       在  
 
 
自  平成２５年  ７月  
            伊那工場事業場防犯協会会長  
至  現       在  
 
 
自  平成２９年  ５月  
            伊那市公平委員会委員  
至  現       在  
 
 
自  令和  ２年  ６月  
            一般財団法人長野県交通安全協会会長  
至  現       在  
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議案第７号  

 

固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 

 

下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。  

 

記  

 

氏  名 生 年 月 日 住      所 備考 

竹松 武登 昭和２６年 ６月２７日 長野県伊那市東春近９２４番地 再任 

赤羽 弘之 昭和３５年 ７月 ７日 長野県伊那市境１３７２番地５ 新任 

保科 道典 昭和３８年 ２月 ５日 長野県伊那市中央５０５９番地 新任 

 

 

 

令和３年５月１１日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

小田切肇委員、倉田義夫委員及び竹松武登委員が令和３年５月１６日付けで任期満

了となることに伴い、上記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、

提案するものであります。  

なお、委員の任期は３年、略歴は別紙のとおりであります。  
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略     歴  
 

竹
たけ

 松
まつ

 武
たけ

 登
と

 

 

       昭和２６年６月２７日生（満６９歳）  

         本  籍  長野県伊那市東春近９２４番地  

         住  所  長野県伊那市東春近９２４番地  

 
 

最 終 学 歴 
 
 
  昭和４９年  ３月   信州大学農学部卒業  
 
 
 
 

職     歴 
 
 
自  昭和４９年  ４月  
            伊那市職員  
至  平成１３年  ３月  
 
 
自  平成１３年  ４月  
            伊那市保健福祉部健康推進課長  
至  平成１６年  ３月  
 
 
自  平成１６年  ４月  
            伊那市教育委員会事務局生涯学習・スポーツ課長  
至  平成１８年  ３月  
 
 
自  平成１８年  ３月  
            伊那市教育委員会事務局生涯学習課長兼スポーツ振興課長  
至  平成１８年  ５月  
 
 
自  平成１８年  ５月  
            伊那市教育委員会事務局生涯学習課長  
至  平成１８年  ９月  
 
 
自  平成１８年１０月  
            高遠町総合支所次長兼高遠町総合支所総務課長  
至  平成１９年１２月  
 
 
自  平成２０年  １月  
            伊那市教育委員会事務局教育次長  
至  平成２４年  ３月  
 
 
自  平成２４年  ４月  
            伊那市生涯学習センター館長  
至  平成２８年  ３月  
 
 
 
 

公  職  歴 
 
 
自  平成２８年  １月  
            東春近中組区長  
至  平成２８年１２月  
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自  平成２８年  ６月  
            伊那市行政不服審査会委員  
至  平成３０年  ５月  
 
 
自  平成２８年  ７月  
            伊那市国民健康保険運営協議会委員  
至  平成３０年  ６月  
 
 
自  平成３０年  ５月  
            伊那市固定資産評価審査委員会委員  
至  現       在  
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略     歴  
 

赤
あか

 羽
はね

 弘
ひろ

 之
ゆき

 

 

       昭和３５年７月７日生（満６０歳）  

         本  籍  東京都三鷹市中原二丁目１９番  

         住  所  長野県伊那市境１３７２番地５  

 
 

最 終 学 歴 
 
 
  昭和５８年  ３月   法政大学法学部卒業  
 
 
 
 

職     歴 
 
 
自  昭和６３年  ９月  
            赤羽税務会計事務所  
至  平成１４年１２月  

 
自  平成１５年  １月  
            赤羽税務会計事務所代表  
至  現       在  

 
 
 
 

公  職  歴 
 
 
自  令和  ３年  ４月  
            関東信越税理士会伊那支部支部長  
至  現       在  
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 略     歴  
 

保
ほ

 科
しな

 道
みち

 典
のり

 

 

       昭和３８年２月５日生（満５８歳）  

         本  籍  長野県伊那市中央５０５９番地  

         住  所  長野県伊那市中央５０５９番地  

 
 

最 終 学 歴 
 
 
  昭和５６年  ３月   長野県伊那弥生ケ丘高等学校卒業  
 
 
 
 

職     歴 
 
 
自  平成  ５年  ４月  
            保科清人事務所  
至  平成１５年  １月  

 
自  平成１５年  １月  
            保科道典土地家屋調査士事務所  
至  現       在  

 
 
 
 

公  職  歴 
 
 
自  令和  ２年  ４月  
            中央区会計  
至  令和  ３年  ３月  
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議案第８号   

 

請負契約の締結について  

 

 

新山保育園建設建築工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、伊那市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１８年伊那市

条例第４７号）第２条の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

１  契 約 の 目 的  新山保育園建設建築工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札による契約  

３  契 約 金 額  ２３６ ,５００ ,０００円  

          （内消費税  ２１ ,５００ ,０００円）  

４  契約の相手方   伊那市中央４１７番地１  

          株式会社ヤマウラ伊那支店  

           支店長  山本  勇司  

 

 

 

令和３年５月１１日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 新山保育園建設建築工事請負契約を締結するため、提案するものであります。  
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議案第９号   

 

請負契約の締結について  

 

 

西春近地域交流センター（仮称）建設建築工事について、下記のとおり請負契約を

締結するため、伊那市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１８年伊那市条例第４７号）第２条の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

１  契 約 の 目 的  西春近地域交流センター（仮称）建設建築工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札による契約  

３  契 約 金 額  ３７２ ,７９０ ,０００円  

          （内消費税  ３３ ,８９０ ,０００円）  

４  契約の相手方   伊那市上牧６４７４番地  

          宮下建設株式会社  

           代表取締役  宮下  金俊  

 

 

 

令和３年５月１１日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 西春近地域交流センター（仮称）建設建築工事請負契約を締結するため、提案する

ものであります。  
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議案第１０号   

 

令和３年度伊那市一般会計第２回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和３年

度伊那市一般会計第２回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

令和３年５月１１日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 


